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令和７年度大分県公立学校教員採用選考試験（秋選考試験）実施要項 

大分県教育委員会 

１  目  的 
  大分県公立学校教員を志望する者について、令和７年度採用に当たっての選考資料とするため、これを実施する。 

 

２ 選考区分、試験区分及び採用予定者数等 
（１） 一般選考 

   ６月から８月に実施した選考試験（以下「夏選考試験」）において、受験者無しであった試験区分及び教科・科目

で実施する。 

試 験 区 分 
採 用 予 定 者 数 

全体数 教 科 ・ 科 目 別 内 訳 

高等学校教諭 ３人 工業〔土木（２）〕、水産〔機関（１）〕 

  ※ 合格者のうち日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師として採用する（以下同じ。）。 

 

（２） 特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考） 

   他県の正規教員の優れた知識・技能を教育にいかすため、次の試験区分及び教科・科目等で実施する。 

試験区分 採用予定者数 教 科 ・ 科 目 等 

小学校教諭 ２０人  

中学校教諭 １１人 国語、社会、理科、音楽、美術、保健体育、技術、英語 

高等学校教諭 ４人 

国語、地理歴史〔地理〕、理科〔物理、化学、生物〕、美術、英語、

家庭、農業〔作物・園芸、畜産〕、工業〔機械、電気、土木、建築、 

工業化学〕、水産〔機関〕、情報 

特別支援学校教諭 １５人 小学部、中学部、高等部 

養護教諭 １人  

栄養教諭 １人  

計 ５２人  

  ※ 小学校教諭には小中学校連携教諭を含む。 

  ※ 中学校教諭、高等学校教諭及び特別支援学校教諭については、上表中の教科・科目等を問わない。 

    ただし、中学校教諭及び高等学校教諭の各教科・科目の合格者は、最大２人とする。 

 

３ 受験資格 

一 

 

般 

 

選 

 

考 

 次の(１)から(４)までの要件を全て満たす者に限る。 

（１）地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第９条の欠格

条項に該当しない者 

（２）試験区分に応ずる教諭普通免許状（小中学校連携教諭志望者は、小学校教諭普通免許状に加えて、算

数・数学志望者は中学校教諭（数学）普通免許状、理科志望者は中学校教諭（理科）普通免許状、音楽

志望者は中学校教諭（音楽）普通免許状、保健体育志望者は中学校教諭（保健体育）普通免許状、英語

志望者は中学校教諭（外国語）普通免許状、特別支援学校教諭志望者は、特別支援学校教諭普通免許状

又は盲・聾・養護学校のいずれかの教諭普通免許状に加えて、小学部志望者は小学校教諭普通免許状、

中学部志望者は中学校教諭普通免許状、高等部志望者は高等学校教諭普通免許状）を現に有している者

又は令和７年３月31日までに取得見込みの者 

   水産(機関)教諭志望者は、水産又は商船の高等学校教諭普通免許状及び３級以上の海技士(機関)の

海技免状を現に所有している者又は令和７年３月 31 日までに取得見込みの者 

（３）昭和40年４月２日以降に生まれた者 

（４）県内のどこにでも赴任できる者 
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特 

別 

選 

考 

(Ⅳ) 

 上記（１）から(４)の要件に加え、(５)の要件を満たす者に限る。 

(５) 次のア及びイに該当する者 

 ア 大分県を除く都道府県又は政令指定都市が実施する教員採用選考試験に合格し、公立の学校又は国

立大学法人が所管する学校の正規教員（志望する試験区分と同一区分に限る。また、臨時的任用の者は

除く。）としての勤務期間が令和７年３月31日現在３年以上(休職・育児休業の期間を除く。）である

者 

 イ 現在、公立の学校若しくは国立大学法人が所管する学校の正規教員（志望する試験区分と同一区分に

限る。また、臨時的任用の者は除く。）又は都道府県教育委員会若しくは市区町村教育委員会の正規職

員（臨時的任用の者は除く。）として勤務している者（ただし、出願時において病気等で休職中の者を

除く。） 

 

４ 出願等手続 
  出願の方法は、原則インターネット（大分県電子申請システム）を利用する方法とする。 

  インターネットに接続できる環境にない等、やむを得ない場合のみ個別に対応するので、（３）の書類の提出先まで

連絡すること。 

（１） インターネット（大分県電子申請システム）を利用する方法 

  ① 環境の確認 

    インターネット接続（スマートフォンを含む）、メールの送受信及び書類の印刷（Ａ４サイズのモノクロ印刷）

が可能であること。 

  ② 出願期間及び大分県電子申請システムのアカウント作成 

    出願する選考区分に応じて、出願期間内に、次のURL（もしくは二次元コード）から申請フォームへアクセスし、

「ログインして申請に進む」を選択してログインすること。 

    【一般選考】へ出願 

     https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/R7kyoin-aki-ippan 

 

 

 

 

 

    【特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）】へ出願 

     https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/R7kyoin-aki-takentokubetu 

 

 

 

 

 

※ Grafferアカウントを初めて取得する場合は、次のURL（もしくは右の二次元コード）から大分県 

 電子申請ポータルサイトの「電子申請システムのアカウント作成方法」へアクセスしてGraffer 

 アカウントの作成方法を確認すること。 

     https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html  

    ※ アカウント作成の際は、「申請」後のメールの送受信に使用するメールアドレスを入力すること。 

③ 大分県電子申請システムによる申請情報の入力 

    入力項目ごとの指示に従い、間違いのないよう入力すること。 

    ※ 「申請」後は、出願者による申請内容の修正ができないので注意すること。万が一「申請」後に修正の必要

が生じた場合は、出願期間内に限り修正を認める。この場合、（３）の書類の提出先に修正依頼の連絡をする

こと。 

    ※ 申請が受け付けられると登録したメールアドレスに「申請受付のお知らせ」のメールが届く。申請の詳細は、

メール文中のURLから確認すること。問い合わせ時に必要になるので、「申請日」と「申請番号」を控えてお

くこと。 

    ※ 上記審査期間内に「交付物発行のお知らせ」のメールが届かない場合は、(３)の書類の提出先に必ず連絡を

すること。 

    ※ システムの操作等で不明な点がある場合は、大分県電子申請システムヘルプデスク（電話 097-506-2457：

受付時間 8:30～17:15（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）) に問い合わせること。 

（注意）ア 必要書類及び記載事項が不備の場合は、受け付けないことがある。 

イ 受験料は不要である。 

ウ 身体に障がい等があり、試験場において配慮を必要とする受験者（例：車いす使用等）は、願書の「受験

上の配慮」欄にその旨を入力すること。 

 

 

 

出願期間：令和６年９月２０日(金) 9:00 ～ １１月２５日(月) 17:15 

出願期間：令和６年９月２０日(金) 9:00 ～ １０月２１日(月) 17:15 
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（２） 特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）に関する提出書類 

   特別選考を志望する者は、電子申請以外に、次の書類を下記(３)の書類の提出先へ、令和６年10月21日（月）まで

に郵送または、持参すること（郵送の場合は、令和６年10月21日の消印のあるものまで有効とする。）。 

   

※ 別紙様式３及び自己紹介書Ⅰ・Ⅱの様式は、大分県教育委員会のホームページ 

     （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）からダウンロードすること。 

    ※ 提出された書類は理由のいかんを問わず、返却しない。 

 

（３） 書類の提出先 

   大分市府内町３丁目10番１号 大分県教育庁 教育人事課 採用試験・免許班（大分県庁舎別館７階） 

   郵便番号 870-8503   電話 (097)506-5518 

 

（４） 出願内容の審査と受験票の交付 

  【一般選考】の場合 

   令和６年11月26日（火）～12月５日（木）に出願内容の審査を行う。審査終了後、令和６年12月６日（金）までに

「交付物発行のお知らせ」のメールが届く。メール文中のURLから受験票、写真票、願書をダウンロードし、各自で

印刷すること。令和６年12月10日（火）を過ぎてもメールによる受験票が届かない場合は、上記(３)の書類の提出先

まで必ず連絡すること。 

  【特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）】の場合 

   令和６年10月22日（火）～10月31日（木）に出願内容の審査を行う。審査終了後、令和６年11月１日（金）までに

「交付物発行のお知らせ」のメールが届く。メール文中のURLから受験票、写真票、願書をダウンロードし、各自で

印刷すること。令和６年11月５日（火）を過ぎてもメールによる受験票が届かない場合は、上記(３)の書類の提出先

まで必ず連絡すること。 

 

５ 一般選考試験 

（１） 第１次試験 

   基本的知識等の修得状況を判断するため、以下のとおり実施する。 

  ① 期 日 

    令和６年１２月１５日（日） 

  ② 試験場 

    (ⅰ) 大分会場 

      大分県庁舎別館     大分市府内町３丁目 10 番１号 

                  電話 (097) 506-5518 

    (ⅱ) 東京会場 

      大分県東京事務所    東京都千代田区平河町２丁目６番３号（都道府県会館４階） 

                  電話 (03) 6771-7011 

（注意）ア 「（ⅰ）大分会場」または「（ⅱ）東京会場」のどちらかを選択すること。 

    イ 受験者の自家用車（二輪車を含む。）による試験場への乗り入れ及び自家用車による試験場への送

迎は禁止する。近隣店舗等の駐車場や周辺路上での一時的な駐停車等は周辺住民等の迷惑となるので

厳守すること。 

    ウ 遅刻した場合は、試験開始後30分以内の遅刻に限り、受験を認める。 

    エ 当日は、受験前に試験場の諸掲示に注意すること。 

    オ 試験場内及び試験場周辺は、禁煙である。 

    カ 携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器は、試験場内で使用できない。 

  ③ 日程及び試験内容 

時 間 試 験 等 内 容 等 

10:10 試験室入室完了 試験室には9:30から入室可 

10:10～10:25 出欠確認、諸注意  

10:30～11:20 教養試験 

・人文･社会･自然科学に関する基本的な一般教養 

・教育原理・教育心理・教育法規等に関する基本的な教職教養（答申・

学習指導要領を含む。） 

11:50～13:00 専門試験 高等学校の受験する教科・科目 

 (注意)ア 教養試験、専門試験の両方を受験した者を、選考対象とする。 

    イ 試験実施時間中は、携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器及び荷物は、指定箇所（当日指定す

る。）に置くこと。試験実施時間中に、携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器に触れた場合は、受

験を無効とすることがある。 

提 出 物 注 意 事 項 等 

特別選考(Ⅳ)の受験資格を

証する書類 

・勤務履歴を証明するもの（別紙様式３※）を提出すること。なお、任命権者

が作成した書類をもって代えることができる。 

自己紹介書Ⅰ・Ⅱ ・記入上の注意を参照して作成すること。 
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    ウ 試験問題は、択一式とする。 

    エ 試験実施時間中は、途中退室することはできない。 

  ④ 携行品 

携 行 品 注 意 事 項 等 

受 験 票 ・各自で印刷すること。 

写 真 票 ・各自で印刷後、所定の位置に写真を貼付しておくこと。 

筆記用具 ・黒鉛筆又はシャープペンシル（HB程度）、消しゴム 

時    計 ・計時機能だけのものに限る。 

  ⑤ 試験結果 

   ア 第１次試験の合格者数について、工業〔土木〕は６人、水産〔機関〕は５人とする。 

なお、合格ラインの範囲内であっても、成績が著しく低い場合は、合格者としない。 

     ※  合格ライン：上記の合格者数を第１次試験の合格ラインとする。 

      ※  成績が著しく低い場合：第１次試験の得点率が40％（150点満点中60点）以下に該当する場合 

   イ 第１次試験の結果は、令和６年12月23日(月)午前９時、大分県教育委員会のホームページ 

    （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）に第１次試験合格者の受験番号を掲載

するとともに、別途出願者全員宛て大分県電子申請システムにて通知する。 

   ウ 第１次試験の専門試験の「正解・配点」を大分県教育委員会のホームページ 

    （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）に掲載する。 

   エ 各試験区分（教科･科目等）における教養試験及び専門試験の合計点の合格最低点を、大分県教育委員会のホ

ームページ（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）に掲載する。 

 

（２） 第２次試験 

   第１次試験の合格者について、教員として必要な専門性及び人間性を判断するため、以下のとおり、第２次試験を

実施する。 

  ① 期 日 

    令和７年１月１９日（日） 

  ② 試験場 

    大分県教育センター        大分市大字旦野原847番地の2    電話 (097) 569-0118 

     （注意）ア 受験者の自家用車（二輪車を含む。）による試験場への乗り入れを許可する。自家用車により送迎

する場合も、必ず試験場内に乗り入れて乗降すること。近隣店舗等の駐車場や周辺路上での一時的な

駐停車等は、周辺住民等の迷惑となるので固く禁止する。なお、自転車は、指定の置き場に駐輪する

こと。 

イ 遅刻した場合は、集合時刻30分以内の遅刻に限り、受験を認める。 

ウ 当日は、受験前に試験場の諸掲示に注意すること。 

         エ 試験場内及び試験場周辺は、禁煙である。 

         オ 携帯電話やスマートフォン等の情報通信機器は、試験場内では使用できない。 

  ③ 試験内容 

試 験 内 容 等 

模擬授業及び面接Ⅰ 
・事前に提示するテーマによる模擬授業とする。 

面接Ⅰは、模擬授業等に関することを問う。 

面接Ⅱ ・個人面接 

   （注意）ア 模擬授業のテーマは、第１次試験の合格者への結果通知とともに大分県電子申請システムにて提示 

        する。 

イ 面接Ⅱで使用する自己紹介書の様式は、第１次試験の合格者への結果通知とともに大分県電子申請

システムにて提示するので、各自でダウンロードし、必要事項を記入した後、４（３）の書類の提出先

へ令和７年１月10日（金）までに郵送または、持参すること（郵送の場合は、令和７年１月10日の消印

のあるものまで有効とする。）。なお、郵送の際は、封筒左下に受験番号を必ず記入すること。 

ウ 模擬授業及び面接Ⅰ、面接Ⅱの両方を受験した者を、選考対象とする。 

エ 試験場内で、試験待機及び実施時間中に、携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器に触れた

場合は、受験を無効とすることがある。 

  ④ 携行品 

携 行 品 注 意 事 項 等 

受 験 票 ・第１次試験で使用したもの 

筆記用具  

時    計 ・計時機能だけのものに限る。 

返信用封筒 １枚 

(第２次試験結果通知用) 

・180円分の切手を貼り、住所､氏名を明記すること（宛名は｢○○様｣とすること。）。 

・封筒の規格は、23.5cm×12cm（長形３号）、糊付き封筒とし、１枚用意すること。 

・封筒表左下に受験番号を必ず記入しておくこと。 
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  ⑤ 試験結果 

第２次試験の結果は、令和７年２月３日(月)午前９時、大分県教育委員会のホームページ 

  （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）に第２次試験合格者の受験番号を掲載す

るとともに、別途受験者全員宛て文書で通知する。 

    なお、採用予定者数内であっても、第２次試験の成績が著しく低い場合（下記ア若しくはイのいずれか又は両方

の場合）は、合格者としない。 

    ア 模擬授業及び面接Ⅰの得点率が40％（350点満点中140点）以下に該当する場合          

     イ 面接Ⅱの得点率が40％（350点満点中140点）以下に該当する場合 
 

６ 特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）試験 

   教員として必要な人間性を判断するため、以下のとおり試験を実施する。 

  ① 期 日 

    令和６年１１月９日（土） 

  ② 試験場 

    (ⅰ) 大分会場 

      大分県庁舎別館     大分市府内町３丁目 10 番１号 

                  電話 (097) 506-5518 

    (ⅱ) 東京会場 

      大分県東京事務所    東京都千代田区平河町２丁目６番３号（都道府県会館４階） 

                  電話 (03) 6771-7011 

（注意）ア 「（ⅰ）大分会場」または「（ⅱ）東京会場」のどちらかを選択すること。 

    イ 受験者の自家用車（二輪車を含む。）による試験場への乗り入れ及び自家用車による試験場への送

迎は禁止する。近隣店舗等の駐車場や周辺路上での一時的な駐停車等は周辺住民等の迷惑となるので

厳守すること。 

    ウ 遅刻した場合は、集合時刻30分以内の遅刻に限り、受験を認める。 

    エ 試験場内及び試験場周辺は、禁煙である。 

    オ 携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器は、試験場内で使用できない。 

  ③ 試験内容 

試 験 内 容 等 

面接Ⅱ ・個人面接 

  ④ 携行品 

携 行 品 注 意 事 項 等 

受 験 票 ・各自で印刷すること。 

写 真 票 ・各自で印刷後、所定の位置に写真を貼付しておくこと。 

筆記用具  

時    計 ・計時機能だけのものに限る。 

返信用封筒 １枚 

(第２次試験結果通知用) 

・180円分の切手を貼り、住所､氏名を明記すること（宛名は｢○○様｣とすること。）。 

・封筒の規格は、23.5cm×12cm（長形３号）、糊付き封筒とし、１枚用意すること。 

・封筒表左下に受験番号を必ず記入しておくこと。 

  ⑤ 試験結果 

試験の結果は、令和６年11月25日(月)午前９時、大分県教育委員会のホームページ 

（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）に合格者の受験番号を掲載するととも

に、別途受験者全員宛て文書で通知する。 

    なお、採用予定者数内であっても、第２次試験の成績が著しく低い場合は、合格者としない。 

      ※  成績が著しく低い場合：試験の得点率が40％（150点満点中60点）以下に該当する場合 

 

７ 各試験の配点 
(１)  一般選考 

①第１次試験（150点満点） 

 

   

 

  ②第２次試験（700点満点） 

 

 

 

※ 第２次試験の合格者は、第２次試験の成績により決定する。 

 

 

 

教養試験 専門試験 

５０ １００ 

模擬授業 面接Ⅰ 面接Ⅱ 

２００ １５０ ３５０ 
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(２)  特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考） 

面接Ⅱ 

３５０ 

 

８ 得点等の送付・開示 
   受験者全員に対して、試験の得点を、各試験の結果の通知とともに送付する（口頭による開示（簡易開示）は行わ

ない。）。 

 

９ 合格者の行う手続等 
   試験（一般選考においては第２次試験）の合格者は、指定する日までに健康診断書等（所定用紙）を提出すること。

詳細は、合格者に対して通知する。 

 

10  採用及び給与 
(１)  選考試験の合格者は、次の①②のいずれかに該当する場合を除き、令和７年４月１日付けで採用するものとする。 

① 現在大学（大学院含む）に在籍する者で、令和７年４月１日以降、大学院修士課程、博士前期課程又は教職大学

院（以下「大学院修士課程等」 という。）での修学を希望する者は、申請に基づき下記ア又はイのとおり採用時

期を延期する。 

ア 大学院修士課程等に在学し修学を継続する場合は、最大１年間延期する。 

ただし、教職大学院の３年制の１年に在学し修学を継続する場合は、最大２年間延期する。 

イ 令和７年４月１日以降、大学院修士課程等に進学する場合は、最大２年間延期する。 

ただし、教職大学院の３年制に進学する場合は、最大３年間延期する。 

    ②  上記①のほか、採用時期を変更することについて、特にやむを得ない事情があると認められる場合 

 

(２)  選考試験の合格者であっても、次の①から③までのいずれかに該当する場合は採用しない。 

   ① 合格した試験区分及び教科・科目等に応ずる教諭普通免許状を取得見込みの者が、令和７年３月31日までに当

該免許状を取得できない場合 

   ② 令和７年４月１日現在において、合格した試験区分及び教科・科目等の有効な普通免許状を有していない場合 

   ③ 大分県教育関係職員健康診断審議会の結果、「就労不可」と判断された場合 

 

(３)  願書等の記載事項に虚偽があった場合や、教員としてふさわしくない非違行為があった場合は、合格を取り消す

ことがある。なお、合格を取り消した場合においても、追加合格は行わない。 

 

(４)  令和６年４月１日現在の初任給は、教職調整額、義務教育等教員特別手当等を含み、大学卒約239,000円、短期大

学卒約218,000円で、採用前の職歴を有する者は、条件に応じて加算される。また、在職期間等により期末・勤勉手

当が支給される。この他に扶養手当、住居手当、通勤手当などが実態に応じて支給される。 

 

11  その他 
（１）荒天等のため、試験の日程を変更する場合は、試験前日の午前10時までに、大分県教育委員会のホームページ

（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html）に掲載する。 

 

(２)  大分県公立学校教員採用選考試験に関する問い合わせ先は、「４(３)書類の提出先」とする。ただし、試験当日

の問い合わせ先は、各試験場とする。 

 

(３)  過去の試験問題等は、以下の場所で情報提供している。 

       大分県情報センター（大分県庁舎本館１階） 電話 (097)506-2285 

      郵便番号    870-8501   大分市大手町３丁目１番１号  

       問い合わせ  9:00～17:00（土曜・日曜日及び祝日を除く。） 

【問合せ先】 

大分県教育庁教育人事課 

〒870-8503 大分市府内町３丁目１０番１号 

電 話 ０９７－５０６－５５１８ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r7oitakyoin-akisenko.html 

 

右の二次元コードからホームページにアクセスできます。 


